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僕も応援

　しましたよ

走
れ
！
走
れ
！
駆
け
抜
け
よ
う

ゴ
ー
ル
目
指
し
て

吉
野
川
の
き
ら
め
き
が
、

大
山
の
若
葉
が
、

道
ば
た
の
タ
ン
ポ
ポ
も
、

ほ
ほ
を
な
で
る
風
た
ち
も

応
援
し
て
い
る
よ
。

走
れ
！
走
れ
！
駆
け
抜
け
よ
う

ゴ
ー
ル
目
指
し
て

菜
の
花
の
じ
ゅ
う
た
ん
、

愛
さ
れ
る
イ
ン
デ
ィ
ゴ
ブ
ル
ー

白
の
和
三
盆

地
球
を
守
る
ゴ
ー
ヤ
く
ん
も

応
援
し
て
い
る
よ
。

作
詞
作
曲　
　
　
　
　
　
　
　

ト
ラ
ブ
ル
ミ
ッ
ク
ス
バ
ン
ド

走走走走走走走走走走
れれれれれれれれれれ
！！！！！！！！！！
走走走走走走走走走走
れれれれれれれれれれ
！！！！！！！！！！

走
れ
！
走
れ
！
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町
長
就
任
に
あ
た
り
一
言
ご
挨
拶

申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
多
く
の
皆
さ
ま
の
御
支

援
を
得
て
上
板
町
長
に
就
任
し
、
町

政
の
重
責
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
大
変
光
栄
で
あ
り
ま
す
と
同
時

に
、
町
民
皆
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
頂
き

ま
し
た
声
を
町
政
に
活
か
し
、
そ
の

信
頼
と
期
待
に
応
え
る
た
め
、
新
た

な
決
意
と
情
熱
を
持
っ
て
上
板
町
政

に
全
力
を
尽
く
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ま
た
、
上
板
町
の
現
状
を
考
え

る
と
き
、
勇
気
を
持
っ
て
、
こ
の
難

局
に
立
ち
向
か
う
の
み
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
町
政
運
営
は
、
地
域

の
個
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
自
主
・

自
律
の
町
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
感

覚
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
意
欲

的
に
町
政
改
革
に
挑
戦
す
る
職
員
の

育
成
に
取
り
組
み
、
行
政
に
も
民
間

の
経
営
感
覚
を
取
り
入
れ
、
行
財
政

運
営
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
見
直
し

ま
す
。
さ
ら
に
、
公
平
・
公
正
を
原

則
と
し
て
、
厳
し
い
町
財
政
を
頭
に

置
き
常
に
�
入
る
を
量
り
て
出
ず
る

を
制
す
�
の
格
言
を
肝
に
命
じ
、
自

主
・
自
律
の
精
神
を
堅
持
し
、
友
愛

と
奉
仕
の
気
持
ち
を
持
っ
て
住
民
に

接
し
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
郷
土
、

上
板
町
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

　

未
だ
景
気
回
復
の
見
通
し
が
立
た

ず
、
不
透
明
な
状
況
が
続
い
て
お
り

ま
す
が
、
上
板
町
に
お
い
て
も
例
外

で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

し
尿
処
理
の
問
題
、
南
海
・
東
南
海

地
震
対
策
、
小
中
学
校
の
補
修
・
耐

震
化
の
取
組
み
、
地
域
産
業
の
活
性

化
、
福
祉
の
充
実
、
少
子
高
齢
化
の

到
来
な
ど
多
く
の
課
題
が
山
積
み
し

て
お
り
ま
す
が
、
情
熱
を
持
っ
て
町

政
運
営
に
全
力
を
傾
注
い
た
し
ま
す
。

　

町
長
に
就
任
し
て
、
山
積
し
て
い

る
重
要
課
題
の
中
か
ら
、
次
の
二
つ

を
最
優
先
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

一
つ
め
は
、
し
尿
処
理
問
題
の
早

期
解
決

　

二
つ
め
は
、
学
校
の
耐
震
化
に
取

り
組
む

　

中
国
・
四
川
省
大
地
震
で
は
、
学

校
倒
壊
に
よ
る
犠
牲
者
が
多
数
出
て
、

学
校
施
設
の
耐
震
化
が
改
め
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
県
内
公
立
学
校

の
耐
震
化
率
は
、小
中
学
校
が
四
〇
・

八
％
で
全
国
ワ
ー
ス
ト
二
位
。
そ
の

中
で
、
上
板
町
は
最
も
低
い
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。

　

上
板
町
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
の
通
っ
て
い
る
学
校
が
古
く
、
耐

震
化
も
最
悪
と
い
う
現
実
を
考
え
る

と
き
、
何
よ
り
も
優
先
し
て
学
校
の

耐
震
化
に
取
組
み
、
子
ど
も
た
ち
が

喜
ん
で
勉
強
で
き
る
場
所
、
災
害
の

時
に
は
安
心
し
て
避
難
出
来
る
場
所

と
し
て
提
供
で
き
る
施
設
に
し
た
い
。

　

智
恵
を
出
し
工
夫
を
凝
ら
し
て
耐

震
化
を
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
、
学
校
の
耐
震
化
が
喫
緊

の
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
地
方
自
治
体
の
行
政
・

財
政
の
運
営
は
大
変
厳
し
く
予
断
を

許
さ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
自

主
・
自
律
を
目
指
し
て
い
る
本
町
に

お
き
ま
し
て
は
、
こ
の
難
局
を
克
服

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

町
民
皆
さ
ま
の
深
い
ご
理
解
と
格

別
な
る
ご
指
導
ご
協
力
の
程
を
節
に

お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

五
月
二
十
二

日
開
催
の
平
成

二
十
年
第
一
回

臨
時
会
に
お
い

て
、
上
板
町
副

町
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
深
く
受
け

止
め
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
町
長
を
補
佐
し
、
誠
心
誠

意
町
政
発
展
の
た
め
努
力
す
る
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。

︻
略
歴
︼
板
野
高
卒
。
一
九
七
六
年

上
板
町
。
環
境
保
全
課
長
、
総
務
課

長
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
七
月
か
ら

理
事
。

　

さ
つ
き
の
頃
、

町
教
育
委
員
に

再
任
さ
れ
ま
し

た
。
前
任
期
の

後
、
し
ば
ら
く

空
白
期
間
が
あ
り
ま
し
た
。
先
日
の

学
校
訪
問
で
新
し
い
想
い
が
浮
か
ん

で
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
は
か
け
が
え
の
な
い
創
造

物
で
あ
り
、
命
を
有
し
て
、
教
育
に

よ
っ
て
限
り
な
い
可
能
性
が
あ
る
人

間
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
想
い
と

は
、
端
的
な
表
現
で
表
す
と
、
子
ど

も
は
﹁
宝
物
﹂
で
す
。
大
事
に
育
て

あ
げ
た
く
思
い
ま
す
。

　

町
教
育
行
政
に
御
指
導
・
御
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

副
町
長　

岩
瀬　

高
男　

教
育
委
員　

手
塚　

久
利　

上上上上上上上上上上
板板板板板板板板板板
町町町町町町町町町町
長長長長長長長長長長
就就就就就就就就就就
任任任任任任任任任任
ああああああああああ
いいいいいいいいいい
ささささささささささ
つつつつつつつつつつ

上
板
町
長
就
任
あ
い
さ
つ

副

町

長
に
岩
瀬
高
男
氏

教
育
委
員
に
手
塚
久
利
氏

選
任

﹁
自
主
・
自
律
の
ま
ち
づ
く
り
﹂
を
目
指
し
て

　

上
板
町
町
長　

納　

田　

伸　

春　

◎
平
成
二
十
年
第
一
回
定
例
会
の

概
要

　

第
一
回
定
例
会
は
、
三
月
三
日

か
ら
三
月
十
二
日
ま
で
の
十
日
間

の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
松
尾
町
長
が
町

政
に
取
り
組
む
所
信
と
行
政
改
革

の
推
進
、
環
境
問
題
、
農
業
問
題
、

防
災
計
画
、
教
育
問
題
、
人
権
問

題
、
財
政
問
題
な
ど
当
面
す
る
町

政
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
述
べ
ま

し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、防
災
対
策
、
行

財
政
改
革
、農
業
問
題
、環
境
問
題
、

教
育
問
題
、
な
ど
が
論
議
さ
れ
ま

し
た
。

︵
議
員
十
二
名
か
ら
一
般
質
問
︶

町
長
提
出
議
案
二
十
三
件
の
内
、

二
十
二
件
が
可
決
、
承
認
、
同
意

さ
れ
、
一
件
が
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
案
四
件
が
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

◎
議
会
議
員
協
議
会

　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

　

第
一
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協

議
を
行
な
う
。

◎
平
成
二
十
年
第
一
回
臨
時
会
の

概
要

　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
二
日
第

一
回
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

納
田
町
長
が
、
就
任
の
挨
拶
と

提
案
理
由
説
明
後
、提
出
議
案
十

二
件
が
審
議
さ
れ
、
承
認
、同
意
さ

れ
ま
し
た
。

上
板
町
議
会
だ
よ

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り
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五
月
三
十
日
は﹁
ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂

と
い
う
こ
と
で
、
町
内
各
支
部
や
各

種
団
体
、
学
校
等
で
ご
み
拾
い
に
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
個
人

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
参
加

し
て
下
さ
っ
た
方
も
あ
り
、
町
内
全

域
で
ご
み
拾
い
に
汗
を
流
す
人
を
た

く
さ
ん
見
か
け
ま
し
た
。

　

ポ
イ
捨
て
の
な
い
上
板
町
を
目
指

し
、﹁
拾
っ
た
私
は
、
ご
み
を
捨
て
な

い
﹂
を
合
言
葉
に
、
地
域
や
職
場
な

ど
身
近
な
場
所
の
ご
み
拾
い
を
、
毎

年
こ
の
時
期
に
継
続
し
て
呼
び
か
け

て
い
ま
す
が
、
毎
年
参
加
者
が
多
く

な
り
環
境
美
化
の
輪
の
広
が
り
を
強

く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

﹁
ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

に
参
加
い
た
だ
い
た
多
く
の
町
民
の

皆
様
に
感
謝
し
な
が
ら
、
こ
の
取
り

組
み
の
成
果
が
、
環
境
美
化
の
み
な

ら
ず
、
ご
み
問
題
を
考
え
る
機
会
と

な
り
、
上
板
町
の
豊
か
な
自
然
と
歴

史
を
生
か
し
た
生
活
環
境
の
保
全
と

循
環
型
社
会
の
構
築
に
繋
が
る
こ
と

を
期
待
す

る
も
の
で

す
。

﹁
ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

広
が
る
環
境
美
化
の
輪

広
が
る
環
境
美
化
の
輪

﹁
ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

広
が
る
環
境
美
化
の
輪

広
が
る
環
境
美
化
の
輪

﹁
ご
み
ゼ
ロ
の
日
﹂
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

広
が
る
環
境
美
化
の
輪

　

平
成
二
十
年

四
月
二
十
九
日

付
け
で
、
旭
日

小
綬
章
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

　

氏
は
、
上
板
町
長
と
し
て
昭
和
六

十
一
年
四
月
に
初
当
選
以
来
、
平
成

十
八
年
四
月
ま
で
の
永
き
に
亘
り
本

町
発
展
の
た
め
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
今
回

の
栄
え
あ
る
受
章
と
な
り
ま
し
た
。

氏
の
受
章
を
称
え
る
と
と
も
に
、
今

後
益
々
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
お
祈

り
い
た
し
ま
す
。 吉

岡　

義
人　

氏　

　

平
成
二
十
年

四
月
二
十
一
日

付
け
で
、
瑞
宝

単
光
章
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

　

氏
は
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
に
消

防
団
員
を
拝
命
以
来
、
昭
和
六
十
三

年
三
月
に
退
団
さ
れ
る
ま
で
の
約
三

十
七
年
間
の
永
き
に
亘
り
、
消
防
施

設
の
整
備
強
化
や
消
防
団
員
の
教
育

訓
練
、
ま
た
火
災
予
防
の
啓
発
な
ど

消
防
の
使
命
達
成
に
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、

今
回
の
栄
え
あ
る
受
章
と
な
り
ま
し

た
。
氏
の
受
章
を
称
え
る
と
と
も
に
、

今
後
益
々
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

三
好　

謙
治　

氏　

旭
日
小
綬
章
受
章

瑞
宝
単
光
章
受
章

　

五
月
三
十
日
︵
金
︶、
上
板
町
中
央

公
民
館
に
お
い
て
上
板
町
戦
没
者
追

悼
式
が
遺
族
関
係
者
等
九
十
名
出
席

の
も
と
、
厳
粛
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

戦
没
者
六
二
六
柱
の
御
霊
に
た
く

さ
ん
の
白
い
菊
を
お
供
え
し
、
町
長

の
追
悼
の
言
葉
を
は
じ
め
と
し
て
、

来
賓
の
追
悼
の
言
葉
等
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
思
い
出
深
い
音
楽
を
演
奏

の
中
、
遺
族
の
方
々
が
献
花
を
行
い

参
加
者
一
同
は
、
戦
火
に
散
っ
た
戦

没
者
の
方
々
の
ご
冥
福
と
日
本
の
恒

久
平
和
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
年
度
戦
没
者
追
悼
式
行
わ
れ
る

旧日本赤十字社救護看護婦及び

旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ

内内内内内内内内内内内内内内閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣総総総総総総総総総総総総総総理理理理理理理理理理理理理理大大大大大大大大大大大大大大臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣名名名名名名名名名名名名名名のののののののののののののの書書書書書書書書書書書書書書状状状状状状状状状状状状状状をををををををををををををを内閣総理大臣名の書状を贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈ししししししししししししししまままままままままままままますすすすすすすすすすすすすす贈呈します

　先の大戦において、外地等（事変地の区域又は戦地

の区域）に派遣され、戦時衛生業務に従事された旧日

本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方

（慰労給付金受給者を除く）に対して、その御労苦に

報いるため内閣総理大臣名の書状を贈呈しております。

請求期限は、平成 21 年 3 月 31 日までです。

　詳しくは下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

◆御本人または御家族などからの御連絡をお待ちして

おります。

【問い合わせ先】

　〒１００−８９２６　東京都千代田区霞が関２−１−２
　　総務省大臣官房管理室　業務担当
　　電　話　０３−５２５３−５１８２（直通）
　　ＦＡＸ　０３−５２５３−５１９０
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　国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料ををををををををををををををををををををををををををををを納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるここここここここここここここここここここここここここここことととととととととととととととととととととととととととととががががががががががががががががががががががががががががが困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困困難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難なななななななななななななななななななななななななななななととととととととととととととととととととととととととととときききききききききききききききききききききききききききききははははははははははははははははははははははははははははは国民年金保険料を納めることが困難なときは

免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶猶予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度納付猶予制度をををををををををををををををををををををををををををををごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下さささささささささささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいをご利用下さい

　国民年金の保険料は１４,４１０円（平成２０年度）ですが、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、

申請手続きをしていただくことにより、保険料の納付が免除（全額免除・一部納付（一部免除））又は猶

予される制度があり、次の３種類があります。

老齢基礎年金額月々の保険料所　得　基　準　の　目　安

１／３が反映全額が免除（扶養親族の数＋１）×３５万円＋２２万円全額免除

１／２が反映３,６００円７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
１／４納付

（３／４免除）

２／３が反映７,２１０円１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
半額納付

（半額免除）

５／６が反映１０,８１０円１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
３／４納付

（１／４免除）

  

   

   

   

   

手続き（申請）について

　住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。

　申請書は、社会保険事務所または市町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。

保険料の追納

　保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の老齢基礎年金の額が

少なくなります。

　そこで、これらの期間は、１０年以内であれば後から保険料を納めること（追納）ができますが、承認を受

けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗

せされます。

１　免除（全額免除・一部納付（一部免除））申請

　本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合に申請手続することにより、保険料の納付が全額免除又

は一部納付（一部免除）となります。

　なお、一部納付（一部免除）については、一部納付が未納の場合、一部免除が無効 ( 未納と同じ ) となる

ため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給

できない場合があります。

２　若年者納付猶予申請

　３０歳未満の方で本人・配偶者前年度所得が一定額（注）以下の場合に申請することにより、保険料の納付

が猶予されます。

（注）平成２０年度の所得基準（申請者本人と配偶者の前年所得）
　　　　　（扶養親族の数＋１）×３５万円＋２２万円

３　学生納付特例申請

　学生（注１）で本人に前年度所得が一定額（注２）以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶

予されます。

（注１）大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修業年限が１年以上の課程に在
学している方（私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限る））、一部の海外大学の日本分
校に在学している方

（注２）平成２０年度の所得基準（申請者本人の前年所得）
　　　　１１８万円＋扶養親族等の数×３８万円＋社会保険料控除等
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年金受給者の皆様へ

　国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金の支払い

は、年６回偶数月（２月・４月・６月・８月・１０月・

１２月）に、それぞれの前２ヶ月分が支払われますが、

その年度に支給される年金額をお知らせする「年金振

込通知書」の送付は、毎年６月に送付しています。

　この通知書は、向こう１年間の年金支払額をお知ら

せするものですが、郵便局の窓口で年金送金通知書に

より現金で年金を受け取っている方は、年６回支払月

ごとに年金送金通知書が送付されます。

　なお、年度途中で年金の支払額や支払金融機関など

に変更があった場合は、その都度、変更後の支払額や

支払金融機関についてお知らせが送付されます。

※平成２０年度の年金額は、平成１９年度の年金額と同

額となるため、「年金額改定通知書」は送付されませ

ん。

「年金振込通知書」が送付されます

任意加入被保険者の保険料納付が
原則口座振替になりました

　平成２０年４月から、国民年金任意加入被保険者の保

険料納付が原則口座振替となりました。そのため、口

座振替を希望する旨または口座振替によらない正当な

事由に該当する旨のいずれかの申し出があった日に、

被保険者資格を取得することとなります。（平成２０年

４月１日前に任意加入被保険者の資格を有している方

は、対象外です。）

　なお、以下のとおり口座振替によらない正当な事由

がある場合は、現金での納付が可能です。

　①預金口座を有していない場合

　②年度内に資格を喪失予定の方で、喪失するまでの

期間の保険料を前納する場合

　③その他①②に準ずる事由により口座振替によらな

い正当な事由があると認められる場合

口座振替によらない正当な事由とは

納 め す ぎ た 保 険 料 を お 返 し し ま す

６０歳以降国民年金に任意加入されていた方へ

■阿波半田社会保険事務所

　美馬郡つるぎ町半田字小野１１３

　☎０８８３−６４−３４７４

■徳島南社会保険事務所

　徳島市山城西４−４５

　☎０８８−６５２−３１１４

■徳島北社会保険事務所

　徳島市佐古三番町１２−８

　☎０８８−６５５−０９１１

【お問い合わせ】

必要な手続は 

社会保険事務所に申出書を提出していただく必要があります。

詳しくは、お近くの「社会保険事務所」へお尋ねください。

※一つの例であり、実際には様々なケースがあります。

※お返しするのは、任意加入被保険者として納付された保険料です。

※生年月日により満額の老齢基礎年金を受給できる月数は異なります。

平成 17 年 3月以前に満額の老齢基礎年金を受給するために任意加入されていた方で、満額の老齢基礎年金を

受給できる月数を超えて保険料を納付された方は、その超えた月数の保険料をお返しいたします。

具体例 Ａ子さん（67歳）のケース

38年（456月）の保険料を納付 ２年（24月）の保険料を納付

▲ ▲

▲ ▲

40年（480月。満額の年金を受給できる月数）

41年（492月）

60歳 62歳

任意加入申出

この部分をお返しいたします納めすぎていた16万円が
返ってきたわ
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※詳しいお問い合わせは、鳴門地域事務所まで（TEL：６８５−５３０６）

自 衛 官 （ 学 生 ） 受 付 案 内

合 格 発 表試　験　日受付期間資　　格募集種目

１次：１１月２５日
最終：２１年２月１３日

１次：１１月１、２日
２次：１２月３、４日

９月８日〜
９月３０日

高卒（見込含）
２１歳未満

防衛医科大学

１次：１２月１０日
最終：２１年２月１７日

１次：１１月１５、１６日
２次：１２月１６、１７日

９月８日〜
９月３０日

高卒（見込含）
２１歳未満

防 衛 大 学

１次：１１月６日
最終：２１年１月９日

１次：１０月２５日
２次：１１月２２、２３日

９月８日〜
９月３０日

高卒（見込含）
２４歳未満

看 護 学 生
（高等看護学院）

１次：１０月９日
２次：１１月６、１０日
最終：２１年１月２３日

１次：９月２３日
２次：１０月１８日

〜（予）
３次：（空）
　　　１１月中旬頃

８月１日〜
９月１０日

高卒（見込含）
２１歳未満

航 空 学 生

１次：１０月３日
最終：１１月１２日

１次：９月２０日
２次：１０月９日

〜１６日
（いずれかの１日）

８月１日〜
９月１０日

１８歳以上
２７歳未満

一般曹候補生

受験日から概ね
１か月後前後

受付時にご案内し
ます。

年間を通じ
て行ってお
ります。１８歳以上

２７歳未満

男子
任期制
自衛官

１１月１４日
９月２８日または
２９日

８月１日〜
９月１０日

女子

耐　　震　　診　　断

①　対象となる木造住宅

　　上板町内の次の要件を満たす木造住宅が対象とな

ります。 

　１．昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅

　２．在来軸組工法や伝統工法により建築された住宅

　　　（プレハブ工法や２×４工法は除きます。）

　３．平屋または２階建て住宅

　　　（併用住宅、共同住宅、長屋、借家も含みます。）

　４．現在、居住している住宅

②　申　込　者

　１．対象となる住宅の所有者

　２．借家の場合は入居者の同意が必要

③　申し込み受付期間及び対象戸数

　１．平成２０年６月１日〜７月３１日

　　　（募集期間内で先着順となります。）

　２．対象戸数は３０戸となっております。

④　自己負担金

　１．１戸建ての場合、３,０００円必要です。

　２．２戸以上の共同住宅棟の場合、６,０００円必要です。

耐　　震　　改　　修 
耐震診断を実施して危険となった住宅は、耐震改修について検討することをお勧めします。

①　対象となる木造住宅

　　上板町が実施した耐震診断結果が０.７未満と総合判定されて、

改修によって１.０以上の総合判定となる木造住宅です。

②　申し込み受付期間及び対象戸数

　１．平成２０年６月１日〜１０月３１日

　　　（募集期間内で先着順となり、応募が少ない場合は延長いたします。）

　２．対象戸数は６戸となっております。

③　補　助　金

　　耐震改修に要する工事費の２／３の補助金を助成します。（限

度額は６０万円まで）

　　ちなみに、限度額６０万円は、工事費９０万円に対する額です。

よって、工事費が９０万円を超えた場合であっても、補助金は

６０万円となります。

　　例）工事費　９０万円×２／３＝６０万円

　　　　工事費　１２０万円×２／３＝８０万円＝６０万円

　　※木造住宅耐震改修補助を受け耐震工事を行った場合、所得税の
特別控除及び固定資産税の減額措置が受けられます。

　今後３０年以内に５０％程度の確立で起こると予測されている南海地震への対策として、町内の木造住宅の耐震診断事業・耐

震改修事業を実施します。

上板町役場　総務課
電話　０８８−６９４−６８０１

木造住宅耐震診断改修事業に
関する窓口・問い合わせ先　

木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木 造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造造 住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住 宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅 耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐 震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震 診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診 断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断 及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及 びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび 耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐 震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震 改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改 修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業 ののののののののののののののののののののののののののののの 募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集木造住宅耐震診断及び耐震改修事業の募集●●● ●●●
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後部座席のシートベルト着用義務化決定！

❶　運転席、助手席同乗者だけでなく、後部席などの同乗者のシートベルト着用が義務となり、

運転者は自動車を運転するときには同乗者全員にシートベルトを装着させなければなりません。
� ����������������������

　※　義務化は全ての道路ですが、違反点１点については高速自動車国道等でのみ適用

❷　後席シートベルト非着用時の３つの危険

　⑴　衝突時には、シートやドアなどに激しくたたきつけられ、重傷を負う。

　⑵　運転席や助手席の人を押しつぶしたり、激突したりして被害を拡大させる。

　⑶　車外放出され死亡する確率が高くなる。

　※　助手席、後部席の小さな同乗者へのチャイルドシートも忘れずに！　　

６月１日から道路交通法が一部改正され、全席シートベルトの着用が義務化されました。（法第７１条の３第２項）

愛玩鶏飼養者のみなさまへ

　平成２０年４月４日、韓国で毒性の強い「H5N1

型」の鳥インフルエンザが発生しました。

　地理的にも近い本県の養鶏関係者は警戒を強め、

防疫対策を強化し、発生防止に努めております。

　鳥インフルエンザの感染源は、ガン・カモ等の

野鳥とも言われています。

　愛玩鶏飼養者のみなさまも、本病の発生を防止

するため、放し飼いはせず、防鳥ネット等による

野鳥の侵入防止対策や「ゼロのつく日は一斉消毒

日」を合い言葉に、鳥小屋の清掃と消毒を毎月３

回（１０日、２０日、３０日）以上お願いします。

　なお、毎日、飼育中の鳥類の様子を観察して頂

き、多数の鳥が一度に突然死亡したなど、普段と

違った様子が見られた場合には、役場産業課また

は西部家畜保健衛生所までご連絡下さい。

　お問い合わせ

　上板町産業課　　　　☎６９４−６８０６

　西部家畜保健衛生所　☎０８８−３２４−２０９２



第１５８号（7）　平成２０年７月１日

平成２０年度障害者パソコン講座

●知的障害者の方を対象にした講座
　一太郎スマイルを使って、絵を描いたり、自分の

名刺を作成。その他楽しい内容をたくさんご用意し

ています。

　�募集定員：１０名

　�日　　時：平成２０年７月２５日〜

　　　　　　　平成２０年８月２９日

　　　　　　　毎週金曜日

　　　　　　　１３：３０〜１５：３０（全６回）

　�場　　所：福祉ホームリズム

　　　　　　　１ F　地域交流スペース

　　　　　　　板野郡藍住町矢上字安任５６−１

　�費　　用：無料

　�締め切り日：７月１５日（火）

●身体および精神障害者の方を対象にした講座
　パソコンの基本操作、インターネット＆電子メー

ル、はがき作成、ワード、エクセル、ブログ作成の

各コースを行います。

※ご希望のコースを選択することができます。

　�募集定員：１０名

　�日　　時：平成２０年９月５日〜

　　　　　　　平成２１年１月３０日

　　　　　　　毎週金曜日

　　　　　　　１３：００〜１６：００（全２１回）

　�場　　所：福祉ホームリズム

　　　　　　　１ F　地域交流スペース

　　　　　　　板野郡藍住町矢上字安任５６−１

　�費　　用：テキスト代が必要になります。

　�締め切り日：８月２０日（水）

　お申し込み・お問い合わせ

　障害者生活支援センター凌雲

　（☎ ６９３−１１１７）　担当　井原まで

男性のための料理教室受講生募集！

　料理をしたことない男性・大歓迎！ヘルスメイト

の人たちと一緒に勉強しませんか？男性も自分の健

康に気を配り、元気に暮らしていくことができるよ

うに！

　自立支援と生活習慣病予防のため一緒に学びま

しょう。

　と　き　平成２０年８月１１日（月）

　　　　　午前 9 時 30 分〜 13 時

　ところ　中央公民館・調理実習室

　内　容　男性料理教室２０のレシピ

　　　　　テキストに基づき実施

　料　金　テキスト代　３１５円

　申込み　７月１５日（火）までに

　　　　　福祉保健課

　　　　　電話 694 − 6810

◎ 後期高齢者医療の自己負担割合の再判定について

　現在、交付しております「後期高齢者医療被保険者証」の有効

期限は平成２１年７月３１日となっていますが、平成２０年８月に、

平成２０年度所得に基づき、負担区分（１割又は３割）を再判定

します。

　負担区分が変更になる方には、７月末までに、新たな負担区分

を記載した被保険者証を交付しますので、古い被保険者証につい

ては、役場福祉保健課へご返却ください。

　負担区分が変更にならない方には、新たに被保険者証は交付さ

れませんので、そのまま現在お持ちの被保険者証をご使用ください。

◎「限度額適用・標準負担額減額認定証」の年次更新について

　現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期

限は平成２０年７月３１日までとなっています。平成２０年８月１

日以降も引き続き認定を受ける場合は、申請が必要となります。

現在、証をお持ちの方で認定対象となる方には、事前にお知らせ

を送付いたしますので更新の申請手続きをお願いします。

◎保険料の確定通知について

　８月初旬に平成２０年度保険料の確定額の通知をお送りする予

定です。

　保険料の納付方法は、年金からの天引き又は納付書での納付の

どちらかになります。

◎各種届出や申請について

　後期高齢者医療に関する各種申請や届出は福祉保健課へお願い

します。

【お問い合わせ先】

　上板町福祉保健課（電話 088 − 694 − 6810）　

長寿医療（後期高齢者医療）被保険者のみなさまへ

平成２０年８月に負担区分が変更になる方
は被保険者証が新しくなります
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　「子育てひろば」は、赤ちゃんとお母さんの交流の場です。

　友だちづくりや情報交換をしてともに育児を楽しみましょう。

　ボランティアさんが絵本の読み聞かせや手遊びをして下さ

います。

　保育士や保健師が身体計測、育児相談に応じます。

　開催日時は、毎月第４月曜日　午前１０時から１１時３０分

　場所は、上板町子育て支援センター（さくら保育所内）です。

に来てみませんか？子 育 て ひ ろ ば



第１５８号 平成２０年７月１日　（8）

　６５歳以上の方（昭和１５年１月

２日以前に生まれた方）に適用さ

れていた非課税措置が、少子高齢

化が急速に進行する中で、年齢に

関わらず公平に税負担を分かち合

う観点から、平成１８年度課税分以

降廃止されました。急速な税負担

を軽減する措置として、平成１８年

度には税額の 2/3、平成１９年度に

は税額の1/3が軽減されていまし

たが、平成２０年度にはこの経過措

置がなくなります。

　◇平成１７年１月１日時点で、６５歳以上であった方へ◇　

町・県民税の老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなりました。

○町・県民税の老年者非課税措置廃止の経過

非　課　税合計所得金額が１２５万円以下の方平成１７年度 

課税は 1/3
老年者非課税措置の廃止
◇経過措置の第１段階として税額の 2/3 を減額

平成１８年度

課税は 2/3◇経過措置の第２段階として税額の 1/3 を減額 平成１９年度 

全 額 負 担◆経過措置の廃止平成２０年度〜

　平成１８年分所得税が課税されていて、退職や廃業、長期休職、業績不振等で収入が激減し、平成１９年分所得税が

課税されなかった場合、平成１９年分の所得税減の恩恵が受けられず、平成１９年度町・県民税増の影響だけを受ける

形となってしまいます。そこで、平成２０年７月中に市町村に対して減額申告することで、平成１９年度町・県民税を

税源移譲前の水準に減額します。

◇対 象 と な る 方
　平成１８年分は、所得税が課税される程度の所得があったが、平成１９年分は所得税が課税されない程度まで所得が

激減した方が対象となります。

　具体的には、次の条件を両方とも満たす方です。

　※ただし、平成１９年中に亡くなられた方や、海外に転出されて平成２０年１月１日現在国内に居住されていない方

は、対象となりません。

　※また、寄付金控除額などの人的控除（配偶者控除、扶養控除、基礎控除など）以外の控除額が増加したり、住宅

ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は、対象となりません。

◇申　告　方　法〔申告が必要です〕
　減額申告書を平成１９年１月１日時点でお住まいの市区町村に、平成２０年７月１日（火）から平成２０年７月

３１日（木）までに提出してください。

◇申 告 書 様 式
　上板町役場税務課に備え付けてあります。

　なお、上板町ホームページ（http://www.townkamiita.jp）からダウンロードできます。

◇減　額　方　法
　減額申請のあった方の平成１９年度及び平成２０年度の課税状況の調査を行い、条件に該当される方の平成１９年度

町・県民税を減額（既に納付済みの方には還付）します。

◇お問い合わせ先
　上板町役場税務課　℡６９４−６８０７（直通）

所得税と町 ･ 県民税

との人的控除額差の

合計額

平成１９年度町 ･ 県

民税の課税所得金額

（分離課税分は除く）
＞

① 所得税と町 ･ 県民税

との人的控除額差の

合計額 

平成２０年度町 ･ 県

民税の課税所得金額

（分離課税分を含む）
≦

②

【平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方】

申告により平成19年度の



第１５８号（9）　平成２０年７月１日

「特定健診・特定保健指導について」

○平成 20 年度より 40 歳〜 74 歳の方を対象に「特定健

診・特定保健指導」を行います。特定健診を受けること

により、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

該当者や予備軍の方に対して保健指導を実施し、症状の

重症化を予防します。

○健診の実施主体が市町村から各医療保険者に変わります。

健診受診券が医療保険者から送付されます。（医療保険者

は自分の健康保険証をご確認ください。）

○受診券がお手元に届きましたら、健診を受けてください。

なぜ健診を毎年受けるのでしょうか？
�
�

�
�
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国保加入者の皆様へ
人 間 ド ッ ク の ご 案 内

悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質ななななななななななななななななななななななななななななな滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納ははははははははははははははははははははははははははははは　悪質な滞納は

絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶絶対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対ににににににににににににににににににににににににににににに許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許さささささささささささささささささささささささささささささななななななななななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！絶対に許さない！　

　上板町では，税負担の公平性を確保するため，

滞納処分（差押え等）を執行しており，悪質滞納

者については，市町村から滞納事案の移管を受け，

差押・公売等の滞納整理により，税金の徴収を専

門に行う徳島滞納整理機構へ移管しています。

未納の方は至急納付して下さい。

　なお、納付書がない場合または納付が困難な場

合は、下記の問い合わせ先にご連絡下さい。

　１　滞納処分対象者
　　　　軽自動車税・住民税・国民健康保険税・

　　　　固定資産税の滞納者

　２　問い合わせ先　
　　　　上板町役場　徴収課

　　　　電話　０８８−６９４−６８０４

　　　　上板町役場　税務課

　　　　電話　０８８−６９４−６８０７

１

２

　上板町国民健康保険では、国保の被保険者を対象に平成２０年度の人間ドック（総合健康診査）事業を実施します。

　普段の生活習慣の中で蓄積され、自覚症状がすぐに現われない生活習慣病などを早期に発見し対策するためには、

定期的に人間ドックを受けることが最も有効な手段です。

　自分の健康状態をチェックし、疾病の早期発見、早期治療に努めましょう。

１．受診資格 
　　上板町国民健康保険の加入者で、国民健康保険税

の滞納がない世帯

　　なお、本年度より実施される特定健診は人間ドッ

クの受診項目に含まれていますので、特定健診対象

者の方は人間ドックと併せて受診できます。

２．受診時期 
　　平成２０年　９月・１０月・１１月・１２月の４ヶ月

　　　祝祭日を除く毎週月曜日〜金曜日

　　　検査開始　午前８時３０分

　　　検査終了　午前１１時３０分〜１２時３０分

　　　（※婦人科健診を受ける方は、午後３時ごろ）

３．受診料について 
　◎ドック受診料は３５,０００円です。うち１２,０００円を

国保から補助しますので、個人負担額は２３,０００円

です。（特定健診該当者の方で人間ドックと併せて

受診する方は個人負担額１８,０００円です。）

　◎希望により、個人負担を追加すれば次の検診を受

けることができます。

　　前立腺検診（２,０００円）・婦人科検診（６,０００円）

　◎ドック個人負担額と追加検査料は、受診当日に健

診センターでお支払いください。

４．実施する医療機関 
　　財団法人　徳島県総合健診センター　　

　　徳島市蔵本町１丁目１０番地３

　　　℡６３３−２２６６（代）

　　〈交通案内〉

　　・JR 蔵本駅下車（徒歩３分）

　　・徳島バス、徳島市営バス

　　　　中央病院前下車（１分）

５．申込方法 
　◎「国保・人間ドック申込書」に，住所・氏名・生

年月日・電話番号・受診希望月を記入・捺印のう

え７月３１日（木）までに役場税務課までお申込

みください。申込み順で１８０名に達した時点で締

め切らせていただきます。

　◎受診期間のうち，９月・１０月は他の保険の健診が

集中する時期で，日程によっては検査の待ち時間

が長くかかることがあります。

　◎受診日については，後日健診センターから直接連

絡がありますので，都合の良い日をご相談くださ

い。

　※人間ドックに関してのお問い合わせは，

　　上板町役場税務課　℡６９４−６８０７です。

    　申込書は税務課窓口にあります。

異常が出てからでは遅
い。自分のからだの状
態を数値で知りたい。

前のデーターと照らしてみることが楽
しみだ。原因を考えられる。血液は、
食事と関係していることがわかった。

健診は病気を発見する
ものでなく、病気を予
防するものだ。
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上
板
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
︵
仮
称
︶

で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
、
楽
し
く

ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
し
て
も
ら
う
場
と

し
て
﹁
ス
ポ
ー
ツ
教
室
・
健
康
教
室
﹂

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
ソ
フ

ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、

太
極
拳
、
健
康
体
操
の
五
教
室
を
実

施
し
て
お
り
、
随
時
参
加
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
教
育
委
員
会

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

﹁
い
つ
で
も
﹂﹁
誰
で
も
﹂﹁
い
ろ

い
ろ
な
ス
ポ
ー
ツ
を
﹂
楽
し
め
る
の

が
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の

特
徴
で
す
。
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ

体
育

行

事
の

ご

案
内

▽
板
野
郡
中
・
長
距
離
記
録
会

　

七
月
六
日︵
日
︶

▽
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
野
球
大
会

　

七
月
十
三
日︵
日
︶
開
催
予
定

▽
町
内
親
睦
軟
式
野
球
大
会

　

八
月
九
日︵
土
︶

　

八
月
十
日
︵
日
︶
開
催
予
定

▽
板
野
郡
町
対
抗
軟
式
野
球
大
会

　

成
年
の
部

　

八
月
十
七
日︵
日
︶

▽
板
野
郡
中
・
長
距
離
記
録
会

　

九
月
七
日︵
日
︶

▽
町
内
親
睦
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

　

九
月
二
十
五
日︵
木
︶開
催
予
定

︵
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
教
育
委
員
会
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。︶

　

平
成
二
十
年
度
春
季
ナ
イ
タ
ー
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
、
去
る
四
月
十

一
日︵
金
︶か
ら
三
日
間
フ
ァ
ミ
リ
ー

ス
ポ
ー
ツ
公
園
に
お
い
て
町
内
六

チ
ー
ム
が
参
加
し
開
催
さ
れ
、
白
熱

し
た
好
ゲ
ー
ム
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

決
勝
戦
で
は
、
試
合
の
主
導
権
を

握
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
際
チ
ー
ム
が
、

見
事
三
年
連
続
優
勝
の
栄
冠
に
輝
き

ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

　

優　

勝　

レ
ス
ト
ラ
ン
際

　

準
優
勝　

マ
ッ
ク
ス
ボ
ー
イ
ズ

　

第
三
位　

弁
慶
ク
ラ
ブ

　

﹁
防
ご
う
！
少
年
非
行
﹂
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱

︱
︱
︱
︱
︱　

県
民
総
ぐ
る
み
運
動
実
施
中　
　

　

明
日
の
郷
土
を
担
う
青
少
年
た

ち
が
、
豊
か
な
心
を
育
み
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
、
自
立
心

に
満
ち
あ
ふ
れ
、
た
く
ま
し
く

育
っ
て
い
く
こ
と
は
、
私
た
ち
県

民
す
べ
て
の
願
い
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
核
家
族
化
や

少
子
化
の
進
行
に
よ
る
人
間
関
係

の
希
薄
化
、
家
庭
や
地
域
の
教
育

力
の
低
下
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
携
帯
電
話
の
急
速
な
普
及
、

生
活
の
二
十
四
時
間
化
等
、
急
激

な
社
会
環
境
の
変
化
や
価
値
観
の

多
様
化
は
、
青
少
年
の
意
識
や
行

動
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

非
行
の
凶
悪
・
粗
暴
化
、
低
年
齢

化
、
学
校
で
の
い
じ
め
や
不
登
校
、

児
童
虐
待
や
性
の
逸
脱
行
為
な
ど
、

青
少
年
を
巡
る
問
題
は
年
々
複
雑

多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
二

十
一
世
紀
を
担
う
青
少
年
自
身
が
、

社
会
的
な
連
帯
感
や
規
範
意
識
を

身
に
つ
け
、
主
体
的
に
生
き
る
人

間
と
し
て
成
長
す
る
た
め
に
は
、

青
少
年
が
多
様
な
人
間
関
係
の
中

で
社
会
性
を
培
っ
て
い
く
た
め
の

よ
り
良
い
環
境
づ
く
り
が
ま
す
ま

す
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
家
庭
・
学
校
・
地

域
社
会
・
関
係
機
関
が
緊
密
に
連

携
し
、
非
行
か
ら
青
少
年
を
守
る

と
い
う
気
運
を
醸
成
す
る
と
と
も

に
、
広
く
県
民
の
非
行
に
対
す
る

理
解
と
認
識
を
深
め
、
地
域
に
密

着
し
た
き
め
細
か
な
青
少
年
の
非

行
防
止
・
健
全
育
成
を
図
る
目
的

で
、
七
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一

日
ま
で
の
二
ヶ
月
間
、
地
域
ぐ
る

み
で
健
全
育
成
、﹁
共
に
育
む　

豊

か
な
心
と
生
き
ぬ
く
力
﹂
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
第
三
十
一
回
﹁
防
ご

う
！
少
年
非
行
﹂
県
民
総
ぐ
る
み

運
動
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、
大
人
一
人

ひ
と
り
が
青
少
年
の
非
行
防
止
・

健
全
育
成
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層

関
心
を
高
め
て
頂
く
と
と
も
に
、

青
少
年
の
健
全
育
成
に
ご
尽
力
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

ま
た
、
青
少
年
育
成
上
板
町
民

会
議
で
は
、
地
域
全
体
で
子
ど
も

を
見
守
り
、
育
て
る
環
境
に
し
て

い
く
た
め
に
﹁
あ
い
さ
つ
・
声
か

け
運
動
﹂
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

ど
の
子
ど
も
に
も
﹃
愛
の
一
声
﹄

を
お
か
け
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ク
ラ
ブ
は
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の
ア

イ
デ
ア
に
よ
っ
て
自
主
的
に
運
営
さ

れ
る
た
め
、
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
構

成
や
実
施
さ
れ
る
種
目
は
、
地
域
・

ク
ラ
ブ
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。

　

そ
こ
で
、
上
板
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

の
設
立
に
向
け
て
、
ま
た
、
上
板
町

で
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
環
境
づ
く
り

に
つ
い
て
町
民
の
み
な
さ
ん
の
声
を

参
考
に
し
た
り
、
反
映
す
る
た
め
に

﹁
上
板
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
社
会
づ
く
り

の
会
﹂
を
七
月
十
五
日
︵
火
︶
の
十

九
時
三
十
分
か
ら
二
十
時
三
十
分
に

中
央
公
民
館
で
開
催
し
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
春
季
ナ
イ
タ
ー

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会　

総
合
型
地
域

総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
情
報

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
情
報

人

事

異

動

︵
三
月
三
十
一
日
付
退
職
者
︶

板
野
西
部
学
校
給
食
組
合
派
遣

　

所　
　

長　
　

岡　

本　

順　

二

農
業
委
員
会

　

主　
　

幹　
　

廣　

野　
　
　

豊

高
志
幼
稚
園

　

主
任
教
諭　
　

日
比
生　

永　

子

︵
四
月
一
日
付
異
動
者
︶︵　

︶内
旧
任

総　

務　

課　

　

主

事

補　
　

松　

田　

健　

志

︵
新
規
採
用
︶

　

主

事

補　
　

入　

口　

美
由
樹

︵
新
規
採
用
︶

環
境
保
全
課

　

課　
　

長　
　

坂　

東　

泰　

宏

︵
総
務
課
主
幹
︶

徴　

収　

課

　

課　
　

長　
　

坂　

東　

正　

博

︵
徴
収
課
主
幹
︶

　

係　
　

長　
　

蔭　

山　

佳　

史

︵
水
道
課
係
長
︶

税　

務　

課

　

主　
　

事　
　

坂　

東　

泰　

幸

︵
徳
島
県
県
民
環
境
部
地
域
振
興
局
派
遣
研
修
生
︶

水　

道　

課

　

課
長
補
佐　
　

安　

原　

義　

人

︵
徴
収
課
課
長
︶

教
育
委
員
会

　

局
長
補
佐　
　

森　
　
　

幸　

司

︵
徴
収
課
課
長
補
佐
︶

板
野
西
部
学
校
給
食
組
合
派
遣

　

所　
　

長　
　

安　

喜　
　
　

滋

︵
環
境
保
全
課
課
長
︶
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保健行事予定表　７月〜１０月

保健行事予定に関するお問い合わせ先　　役場福祉保健課（☎６９４−６８１０）

Ⅳ．予防接種
　１． 集団接種
　　１）予防接種の内容　　ポリオ
　　２）対　　象　　者　　生後３月から９０月未満の乳幼児
　　３）接　種　回　数　　２回
　　４）日　　　　　程

　　５）料　　　　　金　　無　料

　２． 個別接種
　　１） 予防接種と対象者、接種回数

　　　　日本脳炎は、現在、より安全なワクチンに改良中であり積極的な勧奨をしておりませんが、希望者は、受けられます。

　　２）接種場所
　　　　上板町の医療機関及び徳島県広域化予防接種医療機関（一部実施していない医療機関もあります。）
　　　　★子どもの予防接種（予防接種法に基づく定期接種）は、平成１９年４月１日から徳島県内で広域化され町外の主治

医でも受けることができます。

　　３）料　　金　　無　　料

場　　　所受付時間月／日

農村環境改善センター１３：３０〜１４：３０７／１６

農村環境改善センター１３：３０〜１４：００９／１７

通 知 の 時 期対　　象　　者予防接種の内容

生後３月生後３月から６月未満ＢＣＧ

生後３月生後３月から９０月未満ジフテリア・百日咳・破傷風混合

小学６年生の８月１１歳以上１３歳未満ジフテリア・破傷風混合

生後１２月生後１２月から２４月未満
麻しん風しん混合（麻しん、風しん）

小学校就学前の年の５月小学校就学前の１年間

３歳・４歳生後６月から９０月未満
日本脳炎

小学校４年生の６月９歳以上１３歳未満

　２．町内巡回結核・肺がん検診
　　　９月２４日、２６日、２９日、３０日検診車が町内を巡回し結核・肺がん検診を行います。

　３．肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診
　　　１０月に町内の医療機関において実施します。肝炎ウイルス検診は４０歳以上、前立腺がん検診は５０歳以上の方が対象になります。

Ⅱ．健康診査
　１．がん検診（集団検診）＜がん検診の申し込み受付は９月１６日から開始＞

料　　　　金対　　　　象内　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

１，０００円
５００円

無　料
５００円

４０歳以上
４０歳以上
４０歳以上
５０歳以上

胃がん検診
大腸がん検診
肺がん検診
喀痰検査

農村環境改善センター８：３０〜１０：００
１０／１０
１０／１６
１０／２９

１，３００円
５００円

４０歳以上
２０歳以上

乳がん・甲状腺がん検診
子宮がん検診

農村環境改善センター１３：００〜１４：００
１０／１０
１０／１６
１０／２９

　３．３歳児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

Ｈ１７．２．１生〜Ｈ１７．４．３０生
問診・身体計測・尿検査・内科・歯科
診察・歯科・発達・栄養・育児相談

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０７／１４

　２．１歳６カ月児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

Ｈ１８．１２．１生〜Ｈ１９．２．２８生
問診・身体計測・内科・歯科診察・歯
科・発達・栄養・育児相談・聴力検査

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０８／７

　４． 股関節脱臼検診・ブックスタート

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

Ｈ２０．２．１生〜Ｈ２０．４．３０生股関節脱臼検診・ブックスタート農村環境改善センター１０：４０〜１１：００７／３０

　５． のびのび子育て教室

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

Ｈ２０．２．１生〜Ｈ２０．４．３０生離乳食教室・赤ちゃんの成長発達農村環境改善センター９：３０〜９：４０８／８

同上乳幼児の事故予防・予防接種の受け方等農村環境改善センター１０：００〜１０：１０８／２０

Ⅲ．乳幼児健康診査
　１．乳児健康診査 

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

平成１９年９月１０月生
平成２０年３月４月生

問診・身体計測・内科診察・育児相談農村環境改善センター１３：１５〜１４：００８／６

平成１９年１１月１２月生
平成２０年５月６月生

問診・身体計測・内科診察・育児相談農村環境改善センター１３：１５〜１４：００１０／１

Ⅰ．健康相談・健康教育
担　　　　　当内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０７／１

保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０８／５

保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０９／２
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お 誕 生 お め で と う
（平成20年２月〜平成20年４月誕生まで）

　平成20年５月５日（月）こど

もの日に市場武道館で開催さ

れた「第25回県下選抜少年柔

道大会３年生の部」で、松島

小学校の松永郁歩くんが優勝

しました。
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　役場庁舎の経費節減や地球温暖化防

止策の一環で始めたゴーヤによる緑の

カーテンが話題になり、昨年12月には

環境省「エコカップジャパン2007」で

特別賞を受賞。続いて３月、全国表彰

となる「地域づくり総務大臣表彰」を

受賞。昨年、町のボランティアの皆さ

んと取り組み、出先機関や、幼稚園、小中学校に

拡大して実施した事を高く評価されました。今年

は町内の一般住宅や企業で、みどりのカーテンコ

ンテストを実施し、沢山の皆さんが取り組み、非

常に喜ばしい輪が広がっています。町内に、緑の

カーテンがたくさんできるのは楽しみですね。

　上板町HPのゴーヤ君日記2008もご覧下さい。

　（ゴーヤ君日記で検索すると出ます）

　台風が来ないことを祈ります。

ゴーヤ流行ゴーヤ流行

　先般、３月30日〜４月６日の８日間、上

板町泉谷徳島県畜産研究所内「松島千本桜」

において、上板桜まつりを開催致しました。

開催期間中、天候にも恵まれ、また関係各

位並びに会場周辺の住民の方々のご協力ご

支援により無事終了することができました。

厚く御礼申し上げます。さて、開催期間中

の催事の一つとして、町内の園児の皆さん

に桜色を使った絵を描いていただき、展示

いたしました。人気投票各校区ごと上位者

４名の絵を掲載致します。ご協力ありがと

うございました。

（組表示はいずれも前年度です）

上板町商工会青年部一同

松島幼稚園　りす組
　　　かがわ　さおりちゃん

高志幼稚園　りす組
　　　なかむら　りさちゃん

神宅幼稚園　うさぎ組
　　　　ただ　たいようくん

東光幼稚園　うさぎ組
　　　　ひらい　なるやくん

お 知 ら せ
より

上板町商工会青年部




